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監査の種類 平成２９年度（２０１７年度）執行分定期監査 

指 摘 件 名 町会等の集会施設整備に対する補助金の交付事務について 

指 摘 内 容 

本市は、地域住民のコミュニティ活動の活性化に寄与するため、「補助金等の

交付の手続等に関する規則」及び「八王子市町会等の集会施設整備に対する補助

金交付要綱」（以下「要綱」という。） 

に基づき、町会、自治会その他これらに類する団体（以下「町会等」という。）

が集会施設の新築、増改築等を行う場合に、補助金を交付している。 

要綱によれば、新築の場合の補助金額は、町会等の世帯数に応じて設定された

基準面積に市が設定する建築基準単価を乗じ、更に補助率２分の１を乗じて算出

した額（千円未満切捨て）を限度額とし、延べ床面積あるいは建築単価が規定の

基準を下回る場合には、当該数値をもって算出することとしている。 

そこで、平成２９年度に交付申請があった新築１件について、決裁書類等を確

認したところ、要綱第５条に定める補助限度額９５０万４千円が交付決定され、

事業完了届を受領し、所管課による完了確認を経た後に、交付決定額が交付され

ていた。 

しかし、申請書類に記された延べ床面積及び建築単価の値と要綱に規定する値

を比較してみると、建築単価については要綱に定める基準を上回っていたもの

の、延べ床面積については基準面積１３２平方メートルを下回る１２１．１平方

メートルであり、この数値により算出した本来交付すべき補助金額は、決定額よ

り７８万５千円少ない８７１万９千円であると判明した。 

補助金額の算定方法は特段複雑なものではなく、不注意な誤謬を見逃した要因

としては、組織内でのチェック機能が十分に働いていなかったことによるところ

が大きいといわざるを得ない。 

また、所管課では、本監査中において既に当該事実を把握し、是正に向けて調

整を開始しているということであるが、こうした過誤は、協働の重要なパートナ

ーである町会等の市政に対する信頼に影響を与えることも懸念されるところで

ある。 

ついては、所管課においては、要綱に基づく本来の補助金額を超えて支出した

部分について、補助金交付決定の法的性質等も十分に考慮して適切に処理すると

ともに、今後の再発防止に向けた対応策を講じられたい。 
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措 置 内 容 

指摘事項にある本来の補助金額を超えて支出した部分（過払い金）については、

明神町四丁目町会と協議を重ねた結果、「平成３１年２月末日までに一括返還す

る」旨の申し出があり、平成３１年２月２１日に一括返還され、その翌日（２月

２２日）に公金化されている。 

チェック体制強化及び確認書類の見直しによる再発防止対応策については、平

成 30年 8月 21日(監査報告があった日)から実施済み。 

（１）起案及び決裁過程の見直し 

ア 町会・自治会担当主査は起案せず、担当職員への助言や内容確認に 

努める。 

イ 町会・自治会担当３名に加え、担当ライン以外の主査職職員（文書取 

扱主任以外の主査）が確認を行う。 

（２）確認書類の見直し 

ア 「補助金提出書類チェックシート」（別紙１）及び「補助金額試算に係

るチェックシート」（別紙２）を新設し、要綱の備考欄（１）（２）に関

する確認欄を設け、チェックを行いながら試算を行う。 

イ 「補助対象経費算出根拠」シート（別紙３）の「基本限度額（Ⅰ）」欄

に、世帯数・延床面積・建築単価の入力欄を作成。また、要綱の備考欄

（１）（２）の要件に対応する計算式を設定し、交付額を自動計算するこ

ととした。別紙２による事務担当者の計算結果との突合せにより、二重

チェックを行う。 

措 置 時 期 平成３１年（２０１９年）２月２２日 

所 管 部 課 市民活動推進部 協働推進課 
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監査の種類 平成２９年度（２０１７年度）執行分定期監査 

指 摘 件 名 処理手数料の免除に係る指定収集袋の在庫管理について 

指 摘 内 容 

「八王子市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」及び同施行規則で

は、一般世帯から日常的に排出される可燃ごみ及び不燃ごみについては、事前に

購入した家庭用一般廃棄物指定収集袋（以下「指定収集袋」という。）を使用す

るという方法により、市は、その収集、運搬及び処分に係る処理手数料（以下「処

理手数料」という。）を徴収することとしている。併せて、特別の理由があると

認めるときは、処理手数料を減免することができると規定し、生活保護を受けて

いる世帯、児童扶養手当又は特別児童扶養手当の受給世帯等に対しては、申請月

に応じた枚数にセットした指定収集袋を窓口で交付することにより、処理手数料

を免除している。 

処理手数料の免除に係る指定収集袋の在庫管理については、平成２１年度前期

定期監査において講評時留意事項として不備を指摘し、これに対し所管課から、

２４年１１月３０日付で措置通知が提出されている。その内容は、指定収集袋の

納品枚数、交付枚数及び在庫枚数を把握するための受払簿を作成し、２４年分か

ら指定収集袋の適正管理を実施したというものであった。 

そこで、２９年度における処理手数料の免除に係る指定収集袋の在庫管理状況

について再度確認したところ、作成済と報告のあった受払簿が作成されていない

ことが判明した。 

所管課の追跡調査によれば、２３年１２月からの１年間は、免除対象世帯へ交

付する指定収集袋の受払簿（交付枚数記入表）を作成し、納品枚数と交付枚数を

記録していたことが確認できた。また、２６年分からは、納品枚数を委託業者か

らの報告書に基づき箱単位で確認し、交付枚数については免除対象世帯へ交付し

たセット数のみを記録する管理方法とし、現在に至っているとのことであった。 

指定収集袋の納品、交付の方法を詳しく確認したところ、処理手数料の免除が

継続する世帯分（以下「継続世帯分」という。）については、定められた年間枚

数（可燃ごみ専用１０４枚、不燃ごみ専用２０枚）にセットしたものが納品され、

そのまま交付するものの、年の途中で新規に認定された世帯分については、申請

月に応じて月割で算出した枚数を交付するため、箱（１組１０枚入りが１５組入

ったもの）単位で納品されたものを月割の枚数に応じてセットする他、継続世帯

分としてセットされたものを再度組み直していることが分かった。 

こうした交付までの過程においては、所管課に納品された１組１０枚入りの指

定収集袋を分割する作業は避けられず、また、当該指定収集袋は、不良品の交換

対応や新規作成納品時の検査使用分に対する補充用としても枚数単位で使用さ

れることがあることから、枚数による管理が容易でないことは理解されるところ

である。 

しかしながら、指定収集袋は、日常生活において有償で購入している市民にと

って関心の高いものであることから、その管理は適正に行われなければならず、

指 摘 内 容  
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仮に組単位又はセット単位で受払簿を作成する場合でも、枚数換算により適時枚

数単位で在庫数を明確にしておく必要がある。また、本件については、過去の措

置通知後、その措置内容が継続的に実施されなかった経緯があり、枚数単位によ

る在庫管理方法については、継続可能なものとすることが肝要である。そのため

には、在庫枚数の確認周期や交付方法等の見直しなど、様々な観点からの検討が

必要であると考える。 

ついては、所管課においては、指定収集袋の在庫管理について、その重要性を

再認識した上で包括的に検討し、指定収集袋の在庫枚数の適正な管理を継続的に

実施されたい。 

措 置 内 容 

 指定収集袋の所管課における在庫管理を徹底するため、指定収集袋の交付等に

係る事由（①入庫、②交付、③辞退、④サイズ交換、⑤不良品交換、⑥返却）毎

の管理ができる受払簿を作成し、記録することとした。 

窓口での交付事務においては、一般廃棄物処理手数料減免申請書の余白に辞退

及びサイズ交換があった場合に記入する欄を新たに設け、交付内容と交付枚数の

管理の徹底を図った。 

また、不良品交換及び返却分について別に管理簿を作成し、指定収集袋保管キ

ャビネットからの収受を記録することとし、交付事務以外の指定収集袋の管理を

徹底した。 

受払簿への記入は前日の交付分を翌日に行うこととし、受払簿への記入漏れが

ないよう、一般廃棄物処理手数料減免申請書の余白と管理簿に記入済みチェック

欄を設けた。 

平成 30年 10月 1日から上記の方法による在庫管理を試行実施し、毎月月末に

担当職員 2名で棚卸を行い、指定収集袋の在庫枚数と受払簿との突合を行った。

3ヶ月の試行実施を踏まえ、継続可能で適正な在庫管理方法を確立した。 

措 置 時 期 平成３１年（２０１９年）１月 

所 管 部 課 資源循環部 ごみ減量対策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 摘 内 容 
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監査の種類 平成３０年度（２０１８年度）財政援助団体等監査 

指 摘 件 名 
高齢者在宅サービスセンター指定管理業務（施設の維持及び保守点検等）に係る

履行確認について 

指 摘 内 容 

市が設置する高齢者在宅サービスセンター（以下「センター」という。）４施

設（長沼、石川、中野、長房）の管理運営については、指定管理者制度を導入し、

３社会福祉法人及び１医療法人社団を指定管理者に指定している。 

センターの管理運営に当たっては、センターの管理に関する基本協定書を締結

し、各指定管理者は、これに基づき施設の管理運営業務を実施している。 

前回の平成２４年度財政援助団体等監査において、各センターの施設の維持及

び保守点検等や衛生管理に係る業務（以下「保守点検等業務」という。）に係る

具体的な業務内容を記載した管理仕様書や施設管理状況報告書等が整備されて

おらず、実際には保守点検等業務を行っているものの、書面では一部しか確認で

きなかったため、所管課に対し適切な業務の履行確認と適宜の現状把握が行える

よう指摘し、改善を求めたところである。 

これを受けて所管課では、平成２８年５月に管理仕様書及び法定点検等実施状

況書（以下「実施状況書」という。）を作成し、各センターの指定管理者に提示

した上で、当年度から適用させ、毎年度の実績報告時に実施状況書の提出を求め

るなど保守点検等業務の履行確認及び現状把握に努める旨の報告があったため、

上記指摘に対して措置済としたところである。 

そこでセンターのうち今回の監査対象施設である３施設（長沼、石川、長房）

の保守点検等業務についてみたところ、管理仕様書等に基づき保守点検等業務を

行っていたことは確認できたものの、実施状況書の提出は確認できなかった。 

このことについて所管課に確認したところ、保守点検業務については、モニタ

リング時に現地で履行確認を行っているが、実施状況書は使用していないとのこ

とであった。 

実績報告時に実施状況書の提出を求めることは、指定管理者が適切に保守点検

等業務を行っていることを書面で確認する手段として所管課が自ら改善策とし

て提示したものである。確認手段を定めても実際に活用していない状況では、措

置が講じられたとは言い難い。 

センターの主たる利用者は高齢の要介護者であり、施設内で給食の提供や入浴

が行われることから、保守点検等業務の履行状況の確認は、安全衛生管理上、市

の重要な責務である。 

ついては、所管課においては、実績報告時に実施状況書を提出させる意義につ

いて再認識するとともに、報告した措置内容を確実に実施し、センターの設置者

として、適切な業務の履行確認及び現状把握に努められたい。 
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措 置 内 容 

各センターの指定管理者募集要項に付随するものとしてすでに作成されてい

る、「八王子市高齢者在宅サービスセンター管理仕様書」及び「法定点検等実施

状況書」を各指定管理者に改めて提示し、再認識を促した。 

各指定管理者に関しては、すでに各センターの募集は終了し、指定管理期間に

入っているものであるが、平成 30 年度実績報告書の提出時から改めて求め、毎

年度の実績報告時に点検の実施状況の報告、及びその記載内容について指導する

こととした。 

直近では、今年の５月以降、各指定管理者より平成 30年度実績報告書及び「法

定点検等実施状況書」について提出を受け、不備や異常が無いことを確認したと

ころである。 

また、月例報告及びモニタリングにおける現地調査においても、市の備品台帳

と法人固定資産台帳との重複の確認や、実際に備品を見てまわり、適正な管理が

できているかの確認を引き続き行うことで、業務の履行確認や現状把握に努めて

いる。 

加えて、所管課においては、実績報告時の提出書類確認表に「法定点検等実施

状況書」を盛り込み、同書類が確実に運用、提出、確認されるよう工夫した。 

措 置 時 期 令和元年（２０１９年）１０月３日 

所 管 部 課 福祉部 高齢者いきいき課 
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監査の種類 平成３０年度（２０１８年度）行政監査 

意見要望件名 準公金の適正な取扱いについて（意見要望） 

意見要望内容 

地方自治法第２３５条の４第２項では、「普通地方公共団体の所有に属しない

現金、又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管す

ることができない。」と規定している。しかし、実態としては、市が法令等に基

づき債務者に代位して取り扱われる歳入歳出外現金以外にも、様々な形で市の所

有に属さない現金等が市職員の手で管理され、事務処理が行われている。 

今回の調査対象のうち、任意団体の会計として取り扱われている３６件の準公

金の総額は、９，０００万円以上にも上るが、それらについては八王子市会計事

務規則等が適用されることなく、その会計処理のほとんどが、当該所管内で完結

している。近年、近隣自治体において、準公金の不適切な取扱いが発覚し、不正

事件にまで至った事例が複数発生しているが、そうした事件・事故を誘発する要

因のひとつとして、閉ざされた事務環境が許容される準公金そのものに内在して

いることは明らかである。 

幸い今回の監査対象とした準公金については、概ね適正に事務処理が行われて

いることを確認したところだが、中には前述のような、市のルールと異なる事務

処理や、十分とは言い難いチェック体制など、改善を要する部分も見受けられた。

また、それぞれの準公金に係る事務を市が担っていることについて、その根拠を

明確にし、根拠を明らかにできない場合には、安易に現金等の取扱いを受任すべ

きではない。 

各団体の事務局を市に置き、会計事務を市職員に委ねるゆえんは、日常的に厳

格なルールの下で適正かつ厳正な会計事務を執行している市に対する信頼にほ

かならず、ひとたび不適正な管理や不正があれば、大きく市民の信用を失墜させ

ることは言うまでもない。そのため、各所管において、より適正な事務処理体制

の確立に努めることはもとより、所管内で完結しがちな準公金の取扱いを、市と

して把握し可視化させることがリスクの低減につながるものと思料される。 

ついては、職員のコンプライアンスを所掌する所管において、庁内で取り扱っ

ている準公金の内容や所管を把握し統括的に管理するため、事務を担当する根

拠、担当事務職員数、チェック体制、準拠する事務取扱ルール等を含め、所定の

様式を備えるなどして届け出による状況を掌握し、適正化に向けた管理・指導を

推進する全庁的な仕組みを構築されたい。 
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措 置 内 容 

令和３年（２０２１年）７月１日付で、市長部局の職員（会計年度任用職員を

含む。）が取り扱う準公金の適正な管理を図るため、「八王子市準公金管理要綱」

（以下「要綱」という。）を施行した。要綱は、準公金について定義し、各種団

体が保有する現金等を準公金として管理することができる要件を規定すること

で、市職員が適正に管理すべき準公金について整理した。また、要件に該当しな

くなった場合は、本来現金等を保有する各種団体に現金等の管理を引き継ぐほ

か、要件に該当する場合においても、本来現金等を保有する各種団体が自主的に

管理できるよう、また、現金等の管理を移譲できるよう、当該各種団体の自主運

営能力の育成等に協力することを規定した。さらには、職員の責務、準公金管理

責任者の設置及び責務、準公金等の保管、準公金の出納など、準公金の取扱いに

ついて必要な事項を定めた。 

なお、要綱に基づき、準公金の取扱いについて、統一的に適正な管理を行うこ

とになるが、準公金を管理する主管課においても、必要な事項を準公金管理基準

として定めることとした。具体的には、あらかじめ示した準公金管理基準例を参

考に、準公金管理責任者の明確化、準公金管理担当者の設置、準公金等の保管場

所、現金出納簿の整理、現金出納簿等の確認など、個々の実情に合わせ、主管課

が準公金を管理する上での基準を定めるものである。 

令和３年（２０２１年）７月２６日付法務文書担当部長通知「準公金の適正な

管理について（通知）」により、要綱の施行を全庁に周知した。要綱の適用範囲

は、あくまでも市長部局に限るものであるため、市長部局以外の行政委員会にお

いて、それぞれの準公金管理状況に応じて要綱を定めるなど調整を行った。 

また、令和３年（２０２１年）９月２７日付法務文書担当部長照会「準公金の

管理状況について（照会）」により、全庁的な準公金の管理状況及び準公金管理

基準の決定状況について照会し、市長部局以外の行政委員会も含めた本市の準公

金の管理状況について把握に努めた。要綱に基づき管理する準公金は３５種類

（２４所管）、市長部局以外の行政委員会においては、３種類（２所管）あり、

全ての主管課が準公金管理基準を決定したことを確認した。 

最後に、要綱及び準公金管理基準例に合わせ、準公金管理の手引をドキュメン

トセンターに掲載した。準公金管理の手引は、要綱及び準公金管理基準の解釈を

まとめたもので、準公金を管理するに当たり、主管課の参考となるよう作成した

ものである。以上の取組により、統一的に準公金を適正に管理できる仕組みを構

築した。 

措 置 時 期 令和３年（２０２１年）１２月９日 

所 管 部 課 総務部 公文書管理課 


